
 

公立こども園におけるおむつの定額利用サービスの導入 

 

 

 

 

 

◆開始時期  

令和８年４月１日(水) 

 

◆対象者  

湖西市立岡崎幼稚園・湖西市立新居幼稚園 0～2歳児の保護者 

 

◆サービス内容 

サービス名：手ぶら登園 

事業者：ＢＡＢＹ ＪＯＢ株式会社 

内容：保護者が事業者と契約することで、おむつとおしりふきの持参が不要となる。 

※契約前に 2か月間、無料で試すことができます。 

 

◆経緯 

 ・以前より、保護者や保育士から、おむつの持参・補充に関する意見があった。 

 ・課題解決のため、市が官民共創※の推進業務を委託している事業者の紹介で、BABY JOB

社から提案を受け、検討を開始しました。 

・対象となる保護者にアンケートを行ったところ、回答者 68人中 7割が利用したいと回

答したため、導入を決定しました。 

 

※官民共創：行政の知見と、民間が持つイノベーション力や実務的な経験を活かして、 

社会課題や行政課題の解決を目指す手法 

 

≪メディアの方へ≫     ≪発表種別≫ 

☐ 取材をお願いします。   ☐ 記者会見発表資料 

☐ 事前告知をお願いします。 ☐ 記者会見情報提供資料 

 情報提供をします。     随時 

≪問い合わせ先≫ 

所属名 保育幼稚園課 

連絡先  053-576-11５６ 

担当者 尾崎・鈴木 

湖西市 

保護者の負担軽減および保育の効率化を目的として、紙おむつの定額利用サービス（お

むつのサブスクサービス）を本日から導入します。 

令和８年 4月１日発表 

 

 

報道発表 


